
給実甲第１２９４号

令和３年１２月２４日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第２２０号の一部改正について（通知）

給実甲第２２０号（期末手当及び勤勉手当の支給について）の一部を下記のと

おり改正したので、令和４年１０月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

35 規則第１３条第１項第１号ニ及 35 規則第１３条第１項第１号ニ及

び第３号ハ並びに第１３条の２第 び第３号ハ並びに第１３条の２第

１項第１号ハ及び第３号ハの「人 １項第１号ハの「人事院の定める

事院の定める職員」は、基準日以 職員」は、基準日以前６箇月以内

前６箇月以内の期間において次に の期間において次に掲げる場合に

掲げる場合に該当する職員とする。 該当する職員とする。ただし、第

ただし、第１号に掲げる場合に該 １号に掲げる場合に該当する職員

当する職員で、同号に該当するこ で、同号に該当することとなった

ととなった懲戒処分を受けた日の 懲戒処分を受けた日の直前の基準



直前の基準日以前において当該懲 日以前において当該懲戒処分の直

戒処分の直接の対象となった事実 接の対象となった事実に基づき規

に基づき規則第１３条第１項第１ 則第１３条第１項第１号ニ、第２

号ニ、第２号ニ若しくは第３号ハ 号ニ若しくは第３号ハ又は第１３

又は第１３条の２第１項第１号ハ 条の２第１項第１号ハ、第２号ハ

、第２号ハ若しくは第３号ハに掲 若しくは第３号ハに掲げる職員の

げる職員の区分に該当したもの（ 区分に該当したもの（当該事実以

当該事実以外の事実に基づき基準 外の事実に基づき基準日以前６箇

日以前６箇月以内の期間において 月以内の期間において次に掲げる

次に掲げる場合に該当したことが 場合に該当したことがない職員に

ない職員に限る。）については、 限る。）については、当該職員の

当該職員の区分に該当したことに 区分に該当したことに応じて当該

応じて当該職員に支給した勤勉手 職員に支給した勤勉手当の額を考

当の額を考慮して、相当と認める 慮して、相当と認めるときは、当

ときは、当該職員の区分に該当し 該職員の区分に該当しないものと

ないものとして取り扱うことがで して取り扱うことができる。

きる。

一～三 （略） 一～三 （略）

38 規則第１３条第３項（規則第１ 38 規則第１３条第２項（規則第１

３条の２第３項において準用する ３条の２第２項において準用する

場合を含む。以下この項において 場合を含む。）の「人事院の定め

同じ。）の「人事院の定める者」 る者」は、次に掲げる職員であっ

は、次に掲げる職員であって、規 て、同項に規定する成績率を定め

則第１３条第３項に規定する成績 ようとするもののうち、人事評価

率を定めようとするもののうち、 の人事評価政令第７条第２項に規

人事評価の人事評価政令第７条第 定する調整者（同項ただし書の規



２項に規定する調整者（同項ただ 定により調整者を指定しない場合

し書の規定により調整者を指定し にあっては、同条第１項に規定す

ない場合にあっては、同条第１項 る評価者）が成績率を定めようと

に規定する評価者）が成績率を定 する職員と同一である職員（第３

めようとする職員と同一である職 ５項ただし書の規定の適用を受け

員（第３５項ただし書の規定の適 ない同項に規定する職員を除く。

用を受けない同項に規定する職員 ）とする。

を除く。）とする。

一～五 （略） 一～五 （略）

39 規則第１３条第５項の人事院が 39 規則第１３条第４項の人事院が

定める割合は、次の各号に掲げる 定める割合は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じて、当該各号に 職員の区分に応じて、当該各号に

定める割合とする。ただし、これ 定める割合とする。ただし、これ

によることが著しく困難であると によることが著しく困難であると

認められる特別の事情がある場合 認められる特別の事情がある場合

には、各庁の長は、あらかじめ事 には、各庁の長は、あらかじめ事

務総長と協議して、別段の取扱い 務総長と協議して、別段の取扱い

をすることができる。 をすることができる。

一～三 （略） 一～三 （略）

43 外務公務員法（昭和２７年法律 43 外務公務員法（昭和２７年法律

第４１号）第２条第５項に規定す 第４１号）第２条第５項に規定す

る外務職員として人事評価が実施 る外務職員として人事評価が実施

された職員に対する規則第１３条 された職員に対する規則第１３条

第１項から第４項まで及び第１３ 第１項から第３項まで及び第１３

条の２並びに第３８項の規定の適 条の２並びに第３８項の規定の適

用については、外務職員の人事評 用については、外務職員の人事評



価の基準、方法等に関する省令（ 価の基準、方法等に関する省令（

平成２１年外務省令第６号）第６ 平成２１年外務省令第６号）第６

条第１項に規定する全体評語を規 条第１項に規定する全体評語を規

則第１３条第１項から第４項まで 則第１３条第１項から第３項まで

並びに第１３条の２第１項及び第 及び第１３条の２第１項に規定す

２項に規定する全体評語と、同令 る全体評語と、同令第７条第２項

第７条第２項に規定する調整者を に規定する調整者を規則第１３条

規則第１３条第３項及び第３８項 第２項及び第３８項に規定する調

に規定する調整者と、同令第６条 整者と、同令第６条第１項に規定

第１項に規定する個別評語を規則 する個別評語を規則第１３条第３

第１３条第４項に規定する個別評 項に規定する個別評語と、同令第

語と、同令第７条第１項に規定す ７条第１項に規定する評価者を第

る評価者を第３８項に規定する評 ３８項に規定する評価者とみなす。

価者とみなす。

以 上


